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印鑑登録証明事務 

について 



印
鑑
登
録
証
明
事
務
に
つ
い
て

制
度
の
概
要

○
趣
旨

①
実
印
と
印
鑑
登
録
証
を
所
持
す
る

者
は
本
人
で
あ
る
と
す
る
人
格
の
同
一
性
を
確
認
す
る
手
段

②
実
印
の
押
捺
さ
れ
た
（
当
該
実
印

の
印
影
を
有
す
る
）
文
書
に
印
鑑
登
録
証
明
書
（
当
該
実
印
の
印
影
と
し
て
市
町
村
に
登
録
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）
を
添

付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
書
が
真
正
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
担
保
す
る
手
段

と
し
て
利
用

○
利
用
目
的

不
動
産
の
登
記
、
自
動
車
の
登
録

、
公
正
証
書
の
作
成
と
い
っ
た
業
務
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
が
義
務
づ
け

○
印
鑑
登
録
証
明
制
度
の
根
拠

各
市
町
村
の
条
例
・
規
則
・
要
綱

○
登
録
事
項

印
影
、
登
録
番
号
、
登
録
年
月
日

、
氏
名
、
生
年
月
日
、
男
女
の
別
、
住
所

（
「
印
鑑
登
録
証
明
事
務
処
理
要
領
」
「
印
鑑
の
登
録
お
よ
び
証
明
制
度
の
合
理
化
に
関
す
る
報
告
」
を
基
に
作
成
）

現
行

に
お
け
る
外

国
人

の
取

扱
い
に
つ
い
て

○
市
町
村
に
お
い
て
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
外
国
人
は
、
印
鑑
登
録
証
明
事
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
不
法
滞
在

者
や
９
０
日
以
内
の
滞
在
者
も
、
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
は
当
該
証
明
事
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

＜
考
え
方
＞

○
市
町
村
に
お
け
る
外
国
人
情
報
の
原
簿
で
あ
る
外
国
人
登
録
原
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
行
政
証
明
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
後
の
方
向
性
（
案
）

○
外

国
人

台
帳

制
度

の
対

象
者

に
つ

い
て

、
在

留
カ

ー
ド

交
付

対
象

者
（

９
０

日
を

超
え

て
適

法
に

在
留

す
る

外
国

人
）

と
す

る
場

合
に

は
、

外
国

人
台

帳
制

度
の

対
象

外
と

な
る

短
期

滞
在

者
な

ど
に

つ
い

て
は

、
従

前
と

異
な

り
印

鑑
登

録
証

明
の

対
象

者
で

は
な

く
な

る
。

○
し

か
し

、
不

動
産

の
登

記
、

自
動

車
の

登
録

な
ど

各
種

契
約

に
お

い
て

、
印

鑑
登

録
証

明
書

の
代

わ
り

に
母

国
の

公
証

人
等

及
び

駐
日

外
国

公
館

よ
り

発
行

さ
れ

る
サ

イ
ン

証
明

書
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
さ

れ
て

い
る

。

○
短

期
滞

在
者

に
お

い
て

は
、

サ
イ

ン
証

明
書

に
よ

り
従

来
の

印
鑑

登
録

証
明

書
を

代
替

さ
せ

、
所

要
の

活
動

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
は

な
い

か
。
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署名
サ イ ン

証明について 

 

１． 趣旨 

・ 領事館などの駐日外国公館は自国民に対する公証を行う事務を任務と

して負っており、駐日外国公館において、申請者の署名が真正であるこ

とを証明する署名証明などの行政証明を行っている。 

・  申請者の署名については、領事官の前で行うことで署名証明を行い、

これを印鑑登録証明書の代替として使用することが可能とされている。 

    

２． 交付手続 

手続きについては概ね以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

駐日外国公館へ旅券を提出し、書式に氏名等の必要事項を記載 

領事官の前で証明したい署名を記載 

領事官が、旅券（又は写し）に基づき、氏名、署名を確認、認証 

署名証明は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等において、

印鑑登録証明に代わるものとして提出可能  

 

   （参 考）手数料 

     中   国 ３，０００円 

     韓   国   ３００円 

     フィリピン ３，２５０円 

     米   国    ３０ドル 

 

2



Foreign Service of the United States of America 
 
 
 
JAPAN        ) 
CITY OF TOKYO       ) SS: 
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA  ) 
 
 
 
I, ________________________________________________________, 
 
born on ______________________________________ and presently 
 
residing at ________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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○
　

住
民

に
対

す
る

行
政

サ
ー

ビ
ス

国
民

健
康

保
険

（
国

民
健

康
保

険
法

）
必

要
×

×
○

※
◎

※
 １

年
以

上
在

留
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

後
期

高
齢

者
医

療
（
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

）
必

要
×

×
○

※
◎

※
 １

年
以

上
在

留
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

介
護

保
険

（
介

護
保

険
法

）
必

要
×

×
○

※
◎

※
 １

年
以

上
在

留
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

国
民

年
金

（
国

民
年

金
法

）
必

要
×

◎
◎

◎

児
童

手
当

（
児

童
手

当
法

）
必

要
×

×
○

○
「
興

行
」
と

「
短

期
滞

在
」
は

除
く

○
　

各
法

に
お

い
て

、
人

道
的

見
地

な
ど

に
よ

り
外

国
人

登
録

の
有

無
に

係
わ

ら
ず

提
供

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
例

行
旅

病
人

（行
旅

病
人

及
行

旅
死

亡
人

取
扱

法
）

不
要

○
○

○
○

居
住

し
て

い
な

い
者

を
対

象

結
核

予
防

（
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
）

不
要

◎
◎

◎
◎

在
留

期
間

を
問

わ
ず

居
住

し
て

い
る

者

○
　

市
町

村
独

自
の

サ
ー

ビ
ス

印
鑑

登
録

証
明

必
要

◎
◎

◎
◎

各
国

に
お

い
て

サ
イ

ン
証

明
の

制
度

あ
り

図
書

館
貸

出
必

要
×

◎
◎

◎

備
　

考
9
0
日

以
内

9
0
日

を
超

え
る

～
１

年
未

満
１

年
以

上
主

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
外

国
人

登
録

の
要

否

在
留

期
間

別
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
有

無

不
法

滞
在

者

※
各

種
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

う
ち

主
要

な
も

の
に

つ
い

て
は

、
９

０
日

を
超

え
る

者
を

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
対

象
と

し
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

（
東

京
都
23

特
別

区
よ

り
６

区
を

抽
出

調
査

）

適
法
な
在
留
者

に
係
る
在
留
期
間
と
活
用
さ
れ
る
主
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

不
法

滞
在

者
へ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

有
無

及
び

滞
在

期
間

別
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
有

無
に

つ
い

て
、

◎
・
・
行

政
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
○

・
・
基

本
的

に
行

政
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
×

・
・
基

本
的

に
行

政
サ

ー
ビ

ス
は

提
供

さ
れ

な
い
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